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２０２６ ＭＯＴＯ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 

（モト レヴォリューション） 

大会特別規則書 

２０２６ ＭＯＴＯ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ大会特別規則書 

公      示 

 

本競技会は、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ）承認のもとに、ＭＦＪの国内競技

規則ならびに本特別規則に基づいて開催される。 

 

第１条 競技会の名称 

２０２６ ＭＯＴＯ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 

（２０２６ モト レヴォリューション） 

 

第２条 競技会の格式 

ＭＦＪ承認による国内格式ロードレース競技会 

 

第３条 主催者 

株式会社岡山国際サーキット 

〒７０１－２６１２ 

岡山県美作市滝宮１２１０ 

ＴＥＬ：０８６８－７４－３３１１ 

ＦＡＸ：０８６８－７４－２６００ 

 

第４条 開催場所 

岡山国際サーキット（１周：３，７４７ｍ／右回り） 

〒７０１－２６１２ 

岡山県美作市滝宮１２１０ 

ＴＥＬ：０８６８－７４－３３１１ 

ＦＡＸ：０８６８－７４－２６００ 

 

第５条 大会組織 

各公式プログラムおよび各公式通知に示す。 

 

第６条 タイムスケジュール 

タイムスケジュールは、公式通知に示す。 
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第７条 開催日程、開催クラス、周回数、ライセンス区分、出場申込期間 

 

 

 

 

 

第
７
条
 
開
催
日
程
、
開
催
ク
ラ
ス
、
周
回
数
、
ラ
イ
セ
ン
ス
区
分
、
出
場
申
込
期
間
 

※
次
年
の
各
ク
ラ
ス
継
続
可
否
お
よ
び
混
走
に
つ
い
て
は
本
年
の
参
加
台
数
を
考
慮
し
て
決
定
し
ま
す
。
 

▼
※
＝
ミ
ニ
バ
イ
ク
と
ド
リ
ー
ム
５
０
、
８
０
ー
Ｍ
ｉｎ
ｉ、
Ｍ
Ｃ
／
Ｎ
Ｍ
Ｃ
１
２
５
は
混
走
と
な
り
ま
す
。

※
申
し
込
み
台
数
が
１
台
の
場
合
は
、
上
位
ク
ラ
ス
へ
編
入
さ
れ
ま
す
。
予
選
出
走
台
数
が
１
台
の
場
合
も
決
勝
レ
ー
ス
か
ら
上
位
ク
ラ
ス
に
編
入
さ
れ
ま
す
。

※
２
２
歳
以
下
の
選
手
、
５
５
歳
以
上
の
選
手
は
エ
ア
バ
ッ
グ
式
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
の
装
着
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。
（
ド
リ
ー
ム
５
０
、
８
０
ｍ
ｉｎ
ｉ、
Ｍ
Ｃ
１
２
５
は
推
奨
）
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第８条 参加資格 

１．ライダー 

本競技会開催期間中に有効な本特別規則第７条に示すＭＦＪロードレース競技ライセンスを保持し

ていなければならない。 

２．ピットクルー 

ライダー１名に対し、１名以上のピット要員（混走クラスを含む同レース出場ライダー以外）を登

録しなければならず、そのピット要員は本競技会開催期間中に有効なＭＦＪピットクルーライセン

スを保持していなければならない。 

１名のライダーに対し登録出来るピットクルーの最大人数は３名とする。 

※Ｎｉｎｊａ Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ ＣｕｐクラスはＭＦＪピットクルーライセンスを所持して

いなくてもピットクルー登録ができる。ただし、ピットクルー登録料が必要となる。 

ピットクルー登録料／名（税込） １，１００円 

３．ラップタイム規定のあるクラスについて、ラップタイムとは、同一車両、もしくは同一型式の車両

で岡山国際サーキットにて開催されたオートバイレースでの公式予選もしくは決勝レースで記録

されたラップタイムとする。不正が発覚した場合理由の如何を問わず失格とする。 

①下記規定タイムより速い車両は参加不可となります。上級クラスへ参加してください。 

クラス 規定タイム 上級クラス 

オープン－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ １分５５秒 ⇒ オープンクラス 

オープン／オープンＳＳ １分４７秒 ⇒ オープンＲ 

オープンＲ １分４２秒 ⇒ オープン・マイスター 

②繰り上げ規定 

オープン－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ・・・１分５５秒より速い場合、次回以降上級クラスへ 

予選でラップタイムが１分５３秒より速い場合、決勝レー

スからオープンクラスへ繰り上げ。グリッドは予選タイム

に基づき決定。 

決勝レースでラップタイムが１分５０秒より速い場合、表

彰及び賞典対象外。 

オープン／オープンＳＳ・・・・・・１分４７秒より速い場合、次回以降上級クラスへ 

ラップタイムが１分４４秒より速い場合、表彰及び賞典対象外。 

オープンＲ・・・・・・・・・・・・１分４２秒より速い場合、速いタイムを出したその走行か

らオープン・マイスターへ 

③国際ライダーの繰り上げ規定 

オープン－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ・・・１分５５秒より速い場合、表彰及び賞典対象外 

※予選で１分５３秒より速い場合、決勝はオープンクラス

に繰り上げ。 

オープン・・・・・・・・・・・・・１分４７秒より速い場合、表彰及び賞典対象外 

４．タイム調整の禁止 

予選決勝を通じて、規定タイムより速くならないような走行を禁止する。故意にタイム調整

をしていると審査委員会が判断した場合、失格になる場合がある。オープンおよびオープン

－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅでは、主催者が指定したタイム計測装置以外（時計も含む）の装着・搭載は

出来ない。 

５．マイスター認定タイム（下記より速いタイムを記録した場合、マイスターに認定する） 

ＡＴ・・・・・・１分４５秒 

ＭＴ・・・・・・１分４３秒 
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第９条 出場申し込み 

１．出場申込先 

岡山国際サーキット・レース事務局 

〒７０１－２６１２ 岡山県美作市滝宮１２１０ 

TEL:０８６８－７４－３３１１  FAX:０８６８－７４－２６００ 

ホームページ：https://www.okayama-international-circuit.jp/ 

２．出場申込期間 

本規則書第７条に示す。 

３．出場料 

下記の通りサーキットライセンスの有無によりエントリー料金が異なる。 

 ＯＩＲＣ取得者 一般 

１種目あたりその他のクラス ２９，０４０円 ３３，８８０円 

ドリーム５０、８０－Ｍｉｎｉ、 

ＭＣ／ＮＭＣ１２５ 
２７，５００円 

Ｎｉｎｊａ Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ Ｃｕｐ ２１，０００円 

※Ｗエントリーの場合、２クラス目から１クラスに付き出場料２，０００円引き（耐久を除く） 

※Ｎｉｎｊａ Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ ＣｕｐクラスはＭＦＪピットクルーライセンスを所持して

いなくてもピットクルー登録ができる。ただし、ピットクルー登録料が必要となる。 

４．参加申込方法 

申込は原則ＷＥＢ申込とし、書面にて申し込む場合は申込事務手数料として１，１００円／１件（税

込）を徴収する。 

出場申し込みは申し込み期間内に 

①岡山国際サーキットホームページでのＷｅｂエントリー 

【ＵＲＬ】https://www.ms-event.net/oicweb/user/?a=race.race_entry_list 

②現金書留による郵送（申込事務手数料＋１，１００円） 

③岡山国際サーキット事務局窓口（申込事務手数料＋１，１００円） 

④銀行振込による支払い（申込用紙別途郵送）（申込事務手数料＋１，１００円） 

【振込先口座】  トマト銀行 吉井支店 

株式会社岡山国際サーキット 

普通 １０８８２４２ 

上記何れかの方法で行わなければならない。（申し込み期間内の消印のあるものを有効とする） 

尚、郵送、サーキット窓口、銀行振込で行う場合は下記のものを揃え申し込むこと。 

・出場申込書（大会事務局指定のものに必要事項を記入のこと） 

・出場料 

・出場ライダーが満１８歳未満の場合は、出場申込書の承諾書に保護者の署名・捺印とその印鑑証

明のコピー１通（３ケ月以内に取得したもの）を必要とする。 

※電話またはＦＡＸによる出場申し込みは一切受け付けない。 

※申込み時に車両をＴ．Ｂ．Ｎ．（記載漏れ）とした場合で、大会１週間前までに連絡が無い場合は、

Ｔ．Ｂ．Ｎ．登録料が必要となる。 

Ｔ．Ｂ．Ｎ．登録料（税込） ５，５００円 

５．申し込み後のキャンセルに関する規定 

出場申し込み後、やむを得ない理由により出場をキャンセルする場合、参加料の取り扱いは以下の

通りとする。 

・エントリー開始～エントリー期間終了・・・事務手数料 １，１００円 を差し引き返金 

・エントリー期間終了後～大会１４日前・・・事務手数料 ２，２００円 を差し引き返金 

・大会１３日前～大会当日・・・・・・・・・返金なし 



 ２０２６ ＭＯＴＯ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ大会特別規則書 

- 7 - 

６．その他 

電話またはＦＡＸによる出場申込は、一切受け付けない。 

やむを得ない事情で上記申込期間内に手続きを行えなかった参加者は、当該レース開催日の７日

前までに上記提出物に加え事務手数料が必要となる。 

事務手数料（税込） ３，３００円 

ただし、この場合事前に事務局に連絡しなければならない。 

７．参加受理と不受理 

・出場申し込み者には締め切り後に大会事務局から参加受理または不受理が通知される。 

・Ｗｅｂエントリーで参加受理書の郵送を希望の場合は、郵送料１,０００円が必要。 

・参加を受理された後に参加を取り消す申込者には参加料は返還されない。 

・参加を受理されなかった参加者及び参加可否の通知以前に参加を取り消す参加者には参加料が返

還される。ただし事務手数料を差し引く。 

事務手数料（税込） ２，２００円 

８．エントリー申込時に競技番号（ゼッケンナンバー）の希望を申請できるが、希望が重複した場合は

参加実績等を考慮し大会事務局が決定する。なお、番号を塗装した場合の優先はない。 

３桁ゼッケンを希望する場合は運営手数料５,５００円／台（税込）が必要となる。 

９．チーム名称 

参加申込の際に使用するチーム名は公序良俗に反しないものとし、大会事務局が了承したものに限る。 

 

第10条 出場受付 

１．参加が正式に受理された参加者は、大会前日または当日行われる出場受付を済まさなければならな

い。ライダーおよびピットクルーのクレデンシャル、サービスカーの車両通行証はこの時に交付さ

れる。 

２．出場受付時には、以下の物を提示もしくは提出しなければならない。 

・正式参加受理書 

・ＭＦＪ競技ライセンス（参加ライダー） 

・ＭＦＪピットクルーライセンス（登録ピットクルー） 

・車両仕様書 

・メディカルパスポート（ＭＦＪ書式） 

・健康保険証（コピー可） 

・レース出場誓約書（Ｗｅｂエントリー者のみ） 

※ＭＦＪ競技ライセンスを提示できない場合、理由の如何を問わず出場できない。但し、ＭＦＪに

ライセンス照会を行い確認が取れたものに関しては参加を認める場合がある。 

その際は、調査手数料が必要となる。 

調査手数料（税込） １，１００円 

３．登録ピットクルーに変更がある場合は、出場受付時にピットクルー変更届けを提出すること。 

また、申込後にピットクルーの追加登録をする場合は追加登録料が必要となる。 

※１名のライダーに対し登録出来るピットクルーの最大人数は３名とする。 

ピットクルー変更料／１名（税込） １，１００円 

ピットクルー追加登録料／１名（税込） ３，３００円 

 

第11条 クレデンシャルと車両通行証 

１．交付されたクレデンシャルは、大会期間中確認しやすい位置に必ず着用しなければならない。 

２．Ｂパドックへの車両通行証は、参加車両１台につき１枚発行する。参加者のサービスカーは、大会

事務局が交付する通行証に車両の登録ナンバーを記入し、車両前部の確認しやすい位置に貼付して

いなければ、パドックへの通行およびパドックでの駐車ができない。ただし参加車両および部品・

工具を搬入するために必要な場合以外はパドック内を通行することができず、通行や積み降ろし作
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業は、競技役員の指示に従って行わなければならない。 

３．岡山国際サーキット場内における通行・駐車・行動の指示は、公式通知と案内標識等によって示さ

れ、参加者はこの指示に従わなければならない。 

４．交付されるクレデンシャル・車両通行証は、他人に貸与したり転用したりしてはならない。 

５．参加者がゲストを招待する場合は、参加申込時に申請しゲスト用クレデンシャルを購入すること。

また、各参加者はゲストのピット・パドックにおける安全マナー（禁煙等）を徹底すること。 

※ゲスト用クレデンシャルはレース当日の出場受付時より販売を行うが、その場合は大会事務局に

て申請し購入すること。 

６．クレデンシャル、車両通行証を紛失または破損したときは、大会事務局にて再交付の手続きをとり、

再交付を受けること。ただし再交付手数料を必要とする。 

再交付手数料／１枚（税込） ３，３００円 

 

第12条 トランスポンダー（自動計測装置） 

１．トランスポンダーの取り付けを指示された場合は、車検時までに車両に取り付けなければならない。

取り付けを拒否した場合は、当該車両およびライダーは出走を認められない。 

２．トランスポンダーの配布は出場受付時もしくは公式通知に示された場所にて公式通知に示された時

間に行われる。返却については大会事務局にて各レース終了後速やかに行うこと。また、予選不通

過もしくはリタイアの場合はそれが確定した時点で速やかに返却すること。 

３．マイポンダーを使用する場合は、参加申し込み時に計測器番号を申告すること。 

４．サーキット配布の自動計測装置（トランスポンダー）を使用する場合、返却までは責任を持って管

理すること。なお、理由の如何を問わず万一紛失・破損した場合、実費（トランスポンダー本体：

￥５５，０００（税込）／個）を支払うこと。 

５．トランスポンダーの取付ベースは各自で準備すること。 

（ＯＩＲＣ窓口にて￥１，１００（税込）で販売） 

 

第13条 車両検査 

１．参加車両の車両検査およびライダーの装備品検査は、タイムスケジュールに従って岡山国際サーキ

ットＢパドック内の車検場にて行う。 

２．車両検査にあたってはライダー本人が検査を受ける車両とともに、指定時間内に下記のものを用意

して車検場に集合しなければならない。グリッド上で車両とは別体のエンジンスターターを使用す

る場合は、そのスターターの検査が義務付けられる。 

なお、装備品検査は申告書による書面にて行う場合がある。その場合は、定められた期日までに申

告書を提出すること。 

・車両仕様書 

・ヘルメット（ＭＦＪ公認） 

・ヘルメットリムーバー 

・グローブ             予選・決勝を通じて使用するものを提示すること。 

・ブーツ 

・レーシングスーツ（ＭＦＪ公認） 

・脊椎パッド（ＣＥ規格） 

・チェストガード（ＣＥ規格） 

※以下の年齢ではエアバッグ式プロテクターの装着が義務付けられる。 

・２２歳以下の選手 

・５５歳以上の選手 

但し、ドリーム５０、８０ｍｉｎｉ、ＭＣ１２５については強く推奨。 

※レーシングスーツの胸部内側にカタカナで氏名を明記する事。血液型も併せて明記する事が推奨

される。 
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３．検査を受ける車両は、あらかじめアンダーカウルを外しておくこと（外したアンダーカウルも持参）。

また車両ゼッケンは、指定された字体のものを使用し、走行中に脱落しないよう、しっかり貼付す

ること。（ゼッケンが不明瞭な場合、予選タイムの計測が拒否される場合がある） 

４．公式車両検査の結果、参加が不適当と判定された参加者、または車検長による改善命令に応じない

参加者は当該競技会から除外される。 

５．車両検査に車両を提示する事は、当該車両が全ての規則に適合していることを申告したものと見な

される。車両検査終了後に不適合が発見された場合の罰則は、当該競技会から除外もしくは失格ま

で適用される場合がある。また、一度合格した車両であってもレース後の再車検や次大会の車検に

合格することを保証することではない。 

６．公式車検は、大会前日に行う場合もある。 

７．やむを得ない事情による車両変更は、競技監督の承認を得なければならなく、参加申込みをした同

クラスについてのみ許される。 

公式予選開始後、変更するフレーム・エンジンは変更前の車両と同型式でなければならない。 

（申し込み時に車両の記載漏れがあった場合で、大会１週間前までに連絡が無い場合は車両変更扱

いとなる。） 

エントリー終了時から公式予選開始までの車

両変更手数料（税込） 
５，５００円 

公式予選開始から決勝レーススタートまでの

間にフレームボディ・エンジンまたはその両

方を交換する場合の車両変更手数料（税込） 

１１，０００円 

８．主催者指定のラップタイム計測装置と併用して、他のラップタイム計測器の装着は許可されるが、

主催者指定のトランスポンダーに影響（疑似信号、ノイズなどにより）を及ぼすものは取り外さな

くてはならない。また、大会主催者の指定した計測器以外は、全て非公式の記録となるので抗議は

一切受け付けない。 

９．ライダーの装備の特記事項 

①必ずロードレース用のＭＦＪ公認品で、フルフェイスタイプのヘルメット着用のこと。モトクロ

ス用は不可。 

②ブーツ、グローブは革もしくは革と同等の素材であり、フックなどが外部に突出していないもの

でなければならない。 

 

第14条 ガソリン 

競技に使用できるガソリンは通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている無鉛ガソリンと

する。 

※ヒストリック（ＭＣ、ＮＭＣ）クラスにおいては車両の保存を第一に考え、有鉛ガソリンの使用

を認めるが、場内に持ち込む場合は、必ず申し込み時に申告を行い、取り扱い・保管にも最大限

の注意を払うこと。 

※他クラスの有鉛ガソリンの使用も、主催者の判断にて使用を認める場合がある。必ず参加申込を

行う前に参加者から事前申請をすること。 

 

第15条 公式予選 

１．公式予選はタイムトライアル方式とする。 

２．計測は１周回目から行い義務周回数は定めないが、少なくとも１周はラップタイムが計測されなけ

ればならない。 

３．決勝出場嘆願の方法 

①予選通過基準者タイム（該当クラストップタイムの１２０％以内）を満たさなかったライダーは

決勝出走嘆願（暫定結果発表３０分以内）に大会事務局に提出する事が出来る。 

※ドリーム５０・８０－Ｍｉｎｉ・ＭＣ１２５・ＮＭＣ１２５に限り、予選通過基準タイムは設
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けない。 

②過去の実績等を考慮した上で大会審査委員会の承認により当該ライダーは決勝レース出走を認め

られる場合がある。 

尚、予選に出走していない場合でも、競技会審査委員会において申請者が決勝レースに出場する

条件を満たしていると判断した場合は、決勝レースへの出走を認められる場合がある。ただしこ

の場合、出走の可否に関係なく申請手数料が必要となる。 

また、出走が認められなかった場合申請手数料は返金される。 

申請手数料／台（税込） ３，３００円 

４．参加台数が少数の場合は他クラスとの混走にて行う場合がある。 

５．下記の各クラスは混走とする。 

①ドリーム５０、８０－Ｍｉｎｉ、ＭＣ１２５、ＮＭＣ１２５ 

②ＥＳ、ＭＳ１、ＭＳ２、ＳＳ２５０ 

③ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ、ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ ＬＩＧＨＴＳ、Ｆ３レトロ、Ｆ３モダン 

④ＭＴ、ＡＴ 

⑤オープン・マイスター、オープンＲ 

⑥オープン、オープンＳＳ 

参加台数によって、混走クラスが追加・変更となる場合がある。 

６．参加台数が最大決勝出走台数（グリッド数）を上回った場合、同クラスにおいても組分けを行い予

選・決勝を行う場合がある。その場合、決勝レースの組分け方法はタイム順とし、各レースで賞典

が与えられる。 

７．申し込み台数が１台の場合、上位クラスへ編入となる。予選出走台数が１台になった場合も決勝レ

ースから上位クラスに編入となる。 

 

第16条 ライダーズブリーフィング 

決勝レースに出走するライダーは、タイムスケジュールによって定められた当該クラスのライダー

ズブリーフィングに必ず出席しなければならない。また、ブリーフィングに遅刻・欠席したライダ

ーは、再ブリーフィングを受けること。この際再ブリーフィング料が必要となる。 

遅刻／名（税込） ２，７５０円 

欠席／名（税込） ５，５００円 

 

第17条 決勝レース 

１．ライダーおよび参加車両のスタート前チェックはスターティンググリッド上で行われる。 

注）グリッド上で車両とは別体のエンジンスターターを使用する場合は、そのスターターの検査も

義務付けられる。 

２．決勝レースの各クラス最大決勝出走台数（グリッド数）は、下記の通りとする。 

クラス 台数 

全クラス ４４台 

３．「ＷＥＴ」宣言時は決勝レース周回数を１周減算する。 

 

第18条 スタート方法 

１．決勝レースのスタート方法は、クラッチスタートとする。 

２．スターティンググリッドは、以下に示される階段状グリッドを使用するものとする。また、グリッ

ドボードは奇数列のみ表示される。 

３．ポールポジション（ＰＰ）は、最前列進行方向左側とする。 
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※グリッド図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以降同手順で最終車両まで 

 

４．スタート進行手順 

状況 手順 備考 

ウォームアップラップ 

開始１０分前 

サイティングラップ 

開始 

グリッド到着後はエンジン停止。 

グリッドでの給油禁止。 

タイヤウォーマー使用可。グリッドへの発電機持

ち込み可（車両１台につき発電機１台）。 

ただし、発電機は持ち運び可能なハンディータイ

プとし車両の後方に置かなければならない。 

手押しでグリッドへ着けることが可能。 

サイティングラップは１周のみ可能。 

「５min」ボード提示 ピット出口閉鎖 グリッドへ着けていない車両はピットレーン（走

行レーン）からウォームアップラップを開始する

ことが出来る。 

「３min」ボード提示 作業終了 

クルー退場 

引き続き作業を希望する者はピットレーン作業エ

リアへ移動。 

ライダーとメカニック２名がグリッドに残る事が

可能。 

※タイヤウォーマーは外す。 

「１min」ボード提示 エンジン始動 エンジン始動後はメカニックも速やかにピットへ。 

「30sec」ボード提示 待機 エンジン始動できない場合はピットレーン作業エ

リアに移動。 

イエローランプ点滅 

＋緑旗振動 

ウォームアップラップ 

開始 

※決勝出走台数により、２グループに分けて波状

スタートを行う場合がある。 

１周して再びグリッドへ着く。 

各ポストから緑旗提示するので、確認すること。 

前方に赤旗オフィシャル グリッド帰着 フロントタイヤ先端をグリッドラインに合わせ

る。 

エンジンはかけたまま。 

赤旗オフィシャル退去 待機 スタート準備。 

赤灯点灯→消灯 レーススタート  
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スタートシグナルは、レッドライトが点灯され、その後にレッドライトが消灯された時点でスター

トとなる。 

 

第19条 ピットインおよびピットアウト 

１．ピットレーン（走行レーン）においては先にピットレーンを走行している車両に優先権がある。 

２．ピットレーンにおける速度制限は安全管理上６０㎞／ｈまでとする。 

これに違反すると罰則が与えられる場合がある。 

・予選中・・・・・・・・・・・・予選タイムの一部抹消 

・サイティングラップ中・・・・・審査委員会の裁量による。 

・決勝レース中・・・・・・・・・ライドスルーペナルティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ピット前の直線部分に区画されたプラットホームと黄線の間は、ピットインおよびピットアウト専

用の通路ピット走行行レーン、黄線と黄線の間は補助レーン、黄線とピットの間はピット作業のた

めの作業エリアとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ピットインするライダーは、第１０コーナー出口より走行ラインを右端にとり、第１１コーナー出

口から手足等でピットインの合図を行い、安全を確認してピットイン専用路に入り走行レーンを徐

行しなければならない。 

５．補助レーンは、ピットインまたはピットアウトする際に必要最低限の横断のみが許される。補助レ

ーン・作業エリアの走行は禁止される。 

６．ピット出口のシグナルランプについて 

赤ランプの点灯：コースインしてはならない。 

緑ランプの点灯：コースイン可。 

青ランプの点滅：本コース上に走行車両あり。ライダーは各自の責任においてコースインする。 
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７．ピットアウトしてコースに復帰するライダーは、第１コーナーを抜けるまでコース右端（イン側）

に沿って走行しなければならず、その間後方から接近する車両の走行を妨げてはならない。 

ピットレーンからトラックに合流の際は、ピットレーン出口からトラック上に引かれているライン

（白線）を越えて走行しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シケイン導入路について】 

スプリントレース予選・決勝でのピットアウト後のシケインはシケイン導入路を走行すること。 

また、シケイン導入路まではコース進行方向右端に沿って走行すること。 

なお、ピットアウトしたラップ以外で本コースから外れた場合、走路外走行とみなす。 

※ピットアウトしたラップ以外で導入路を使用した場合、走路外走行の扱いとなる。 

※車両トラブル等でスロー走行中の車両は、シケイン導入路を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．ピットでの停車・再スタート 

ピットからの再スタートはキックスタート・セルスタート・プッシュスタートのいずれでも自由と

する。プッシュスタートの援助は２名までとする。外部のバッテリーを使用することは禁止するが、

車両とは別体のエンジンスターターを使用する場合は、車検員による検査が終了したものを使用す

ること。 

 

第20条 ピット作業 

１．決勝レース中、ピット作業を行う場合は、各自のピット前作業エリアで行うこと。ピットガレージ

の中（シャッターより内側）およびパドック内に車両を入れるとリタイアしたものと判断される。 

２．決勝レースおよび公式予選中の車両の修理・調整・部品交換などは、ピットに準備してある部品と

工具によって行われなければならない。 

３．競技中の車両がピットインしたとき、当該車両のメカニックは自己のピット前の作業エリアに出て

作業することができる。ピット作業の場合を除いて作業エリアに出ること、部品や工具を作業エリ

アに置くことは禁止される。 

４．１回のピット作業を行う場合、同時に作業できるピットクルー人数は、その車両に登録された２名

のピットクルーとライダーの合計３名までとする。 

ピットアウト後はシケイ
ン導入路を走行すること。
合流の際は要後方確認 

 本コース 
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５．シグナリングプラットホームに出られるピットサインマンの人数は１台のエントリーに付き、２名

までとする。（必ず入場可能なクレデンシャルを着用のこと） 

６．ピット内および停車区域は清潔を保ち、器材を整頓し人災防止につとめなければならない。ピット

内での喫煙など火気の使用は厳禁される。 

７．ピット作業では、電動工具等の火花を発生する装置を使用してはならない。また、電気消費量の多

い器具を使用する場合は、各自で電源を用意すること。 

８．ピット作業を行うメカニックは安全上、肌の露出の少ない衣類（難燃性が望ましい）を着用するこ

と。また、ピットクルーはピットレーン・シグナリングプラットホーム・スターティンググリッド

等に入場の際はサンダル・極端な底高シューズなどは避け、動きやすいシューズを着用すること。 

９．スポンサー・ゲスト等をピットに招待しているチームは、各チーム責任者においてピットでの安全

マナーを徹底指導すること。また、ゲストはピットレーン（作業エリア・走行レーン・プラットホ

ーム）には入場できない。 

 

第21条 予選・決勝中の遵守事項 

１．コースイン 

【予選コースイン】 

公式予選はピットガレージから直接ピットレーンに出てコースインすること。 

ピット出口で２分前ボードが提示されたら当該クラスの車両は作業エリアおよびピットレーン

に進入可能となる。 

※２分前ボード提示より前にファストピットレーンに出た車両は、ピットレーン事前使用料

（１１，０００円税込）を大会事務局に支払うこと。 

【決勝レースコースイン】 

サイティングラップはピットガレージからピットレーンを通りコースインすること。 

ピット出口シグナルが緑灯点灯されたら当該クラスの車両は作業エリアおよびピットレーンに

進入可能となる。 

２．走行中の遵守事項 

危険回避等やむを得ない場合、また特に競技役員の指示があった場合を除き以下の事項を遵守する

こと。これに違反した場合はペナルティの対象となる。 

３．ショートコース、短縮路など規定コース外を走行してはならない。 

４．予選・決勝終了後、ピットおよびパドックへは規定のピット進入路を走行し、ショートコース・緊

急車両通路などを通って本コース外へ出てはならない。 

①予選・決勝終了後はピットおよびパドックへは規定のピット進入路を走行し、ピットインする事。

ショートコース・緊急車両通路などを通って本コース外へ出てはならない。 

②走行中は、車両にいかなる者も同乗させてはならない。 

③２コーナーシケインへの進入をミスし、エスケープロードに進入した場合は「一旦停止」の後、

安全を確認した上でコースに戻ることが許される。 

５．「ライドスルー」ペナルティ 

「ライドスルー」のペナルティが課せられた場合は、当該ライダーに対してメインフラ

ッグポスト（同時に他のポストから表示される場合もある）から「ゼッケン№を記した

【ＲＩＤＥ ＴＨＲＯＵＧＨ】ボード」が表示される。当該ライダーは速やかにピットインしてピ

ットレーンを通過すること。 

６．車両の停止とリタイア 

①やむを得ない理由により、コース内で停止する場合には、ライダーは速やかに車両をコース脇の

グリーン上の安全な場所に寄せ、他のライダーの走行の支障にならないようにしなければならな

い。また、耐久レースにてやむを得ずマシンをピットまで押して戻る場合は、コースの際から離

れたグリーン上を他の走行車両に注意しながら行うこと。また、オフィシャルの指示がない限り

はコースを横断したり、コース上を押したりしないこと。 

②コース内で車両をコースの進行方向と逆に押したり、引いたりして車両を移動してはならない。
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ただし、オフィシャルの指示のある場合はこの限りではない。 

③事故または車両故障などの理由によってリタイアする場合はその地点からもっとも近いオフィシ

ャルに報告し、用意してある用紙によってリタイア届けを提出しなければならない。 

④ライダーは、リタイア届けを提出したオフィシャルに車両を預けてコースより退去しなければな

らない。ライダーはこの車両をそのレースが終了するまでオフィシャルの管理下におかなければ

ならない。ただし、そのレースに支障のない地点まで車両を移動させることをオフィシャルから

指示された場合は、これに従わなければならない。 

７．疑義調査依頼書について 

本競技会では、疑義調査依頼を大会事務局にて受け付けます。 

【 疑義調査依頼の定義 】 

疑義調査依頼は、走行セッション中に違反行為を受けた、ま

たは違反行為を視認した場合に、チーム監督またはライダー

の責任においてオーガナイザーに報告することを指す。 

【 目的 】 検証作業の正確化、迅速化 

【 手順 】 

①チーム監督またはライダーは指定の疑義調査依頼書に報告

内容を記入。 

②疑義調査依頼書を競技会事務局に提出する。 

③調査依頼は当該の走行セッションが終了してから１０分後

まで受付する。 

走行セッション終了時間は、チェッカー提示時間とする。 

【 受付不可疑義調査依頼 】 

①審判員が役務遂行中に行われた判定に対する調査依頼。 

②邪意によるものと判断される場合。 

③根拠がないと判断される場合。 

④上記に記載される手順以外の方法による調査依頼。 

【 補足事項 】 

①疑義調査結果は個別に回答せず、違反行為が確認できた場

合は、通常のペナルティ通告手順で対象者に通告する。 

②疑義調査依頼の提出は、抗議・控訴の時間制限に何ら影響

を及ぼさない。 

 

第22条 競技の中断 

やむを得ない事情によりレースの続行が危険と判断された場合、競技監督は走行中の全競技車両に

赤旗を表示してただちにレースを中断する。 

【赤旗中断の手順】 

①赤旗がコントロールラインと全てのマーシャルポストで掲示される。ライダーはただちにスロー

ダウンし、ピットレーンに戻らなくてはならない。当該レースの結果は前の周を終えた時点での

ものとされる。 

②赤旗提示後５分以内にマシンに乗って、またはマシンを押してピットレーンに戻ってこられない

ものは再スタートできない。（ただし競技結果が２周以下の再スタートでは全ライダーが再スタ

ートできる） 

 

第23条 レース終了 

１．レース終了の合図（チェッカーフラッグ）は規定のレース時間・距離が終了した時点で先頭車両

が最初にコントロールラインを通過する時に表示される。 

２．チェッカーフラッグは先頭車両がフィニッシュラインを通過後４分間表示される。 

３．チェッカーフラッグが表示された時点でピットレーン出口は閉鎖される。 
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第24条 レース後の再車検 

１．決勝レースを終了し入賞した車両は、競技役員の指示により、パドック内の所定の区域に必要な時

間車両保管される。なお、保管中の車両を改造したり整備したりしてはならない。 

２．競技会審査委員会または車検長が求める車両検査に必要な分解、組み立て作業は、参加者またはそ

の代理人の責任で行わなければならず、許可された関係者以外のものが検査に立ち会うことは出来

ない。 

３．車両保管区域への車両の出し入れは、競技役員の監督の下に行わなければならず、保管を解除され

た車両は参加者によって速やかに引き取らなければならない。なお、保管解除後の放置車両につい

ての責任は各参加者による。 

４．入賞車、抗議対象者および車検長指名者は、レース終了後または競技会審査委員会の求めに応じて、

随時車両の分解、音量測定その他必要な方法により車両検査を受けなければならない。これを拒否

した場合の罰則は、失格まで適用される場合がある。 

 

第25条 賞典 

１．賞典の詳細については公式プログラムもしくは公式通知に示す。 

２．賞典の対象は、出場受付台数により下記の通り制限する。 

また、混走クラスの場合は各クラスの出場受付台数で賞典が与えられる。 

出場受付台数 賞典対象 暫定表彰対象 

１台 － － 

２台～３台 １位 

１位～３位 ４台～５台 １位・２位 

６台～９台 
１位～３位 

１０台～ １位～６位 

※賞典受け取りは当該レース決勝日中に行うこと。決勝日中の受け取りがない場合、賞典の受け取

り権利を放棄したものとみなされ、大会事務局は賞典を廃棄・処分することができる。 

 

第26条 主催者の権限 

主催者は次の権限を有するものとする。 

１．参加申込の受付に際して、その理由を示すことなく、参加者・ライダー・ピットクルーを選択ある

いは参加拒否することができる。 

２．競技監督が必要と認めた場合、ライダーに対し指定医師による健康診断書の提出を要求し、健康上

の理由による競技出場の可否を最終的に決定することができる。 

３．競技番号の指定あるいはピット割り当て等にあたり、各参加者の優先順位を決定することができる。 

４．大会スポンサーの広告を参加車両に貼付させることができる。 

５．やむを得ない理由により、公式プログラムの印刷に間に合わなかったライダーの指名登録、または

変更について許可をすることができる。 

６．すべての参加者・ライダー・ピットクルーおよびその参加車両の音声・写真・映像などの報道・放

送・放映・出版・電子メディア等に関する権限を有し、この権限を第三者が使用することを許可で

きる。 

７．以下の場合にチームの参加またはライダーの参加を拒否する事が出来る。 

・競技会における秩序を無視して混乱を引き起こした者、またはその恐れが極めて強いと思われる者。 

・レースが自己責任の前提で成り立つ事を理解承認できない者。 

・自己を反省することなく、人の過失ばかりを主張する者。 

・暴力行為等を含め周囲に対して脅威を与えた者。 

・スポーツマンとしてふさわしくない発言・行動をくり返す者。 

８．本大会を円滑に運営するため、審査委員会の同意を得ることにより、すべての事項についての決定

権を行使することができる。 
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第27条 参加者・ライダー・ピットクルーの遵守事項 

１．ＭＦＪ国内競技規則および本特別規則を熟知し、これを遵守するとともに、競技役員の指示に従っ

て競技会の秩序維持に協力しなければならない。 

２．モータースポーツが危険性を伴う競技であることを十分認識の上、自己の責任において誠実かつ適

切に競技を遂行するとともに、大会期間中万一事故が発生し、参加者自身や関係者および車両が被

害を受けることがあっても、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ）をはじめ

主催者、競技関係者（団体および個人）、施設職員、傭員あるいは他の参加者および関係者に対し

て迷惑を掛けないことを誓約しなければならない。 

３．すべての参加者は、競技会が円滑に運営されるよう協力し、スポーツマンとしての襟度を保ち、言

語を慎み礼儀正しく、明朗公正に行動しなければならない。また競技会の期間中に、薬品によって

精神状態を繕ったり、飲酒したりしたものは競技会から除外される。 

４．参加者・ライダー・ピットクルーは秩序ある行動をとること。そして、相互にまたは、競技役員に

対して攻撃的または、侮辱的な言動および行動を行うことは厳に慎まなければならない。 

５．すべての参加者は、自らの意志と責任において参加するものであることを深く認識し、万一の場合

に備えて家族に競技会への参加の了解を得ておくとともに、十分な自主責任体制を整えた上で参加

しなければならない。 

６．競技期間中は、ペット類のＢパドック内への持ち込みは禁止される。 

７．当該大会の当該クラスに正式登録された、参加者・ライダー・ピットクルー以外は、競技に参加す

ることは出来ない。 

８．競技会前日または当日の走行で脳震盪Ｇｒａｄｅ－１以上と診断された場合、セカンドインパクト

の危険からそれ以降の当該大会への参加は許可されない。 

 

第28条 公式通知の発行 

本規則に記載されていない競技運営上の細則や、参加者に対する指示、本規則発表後に生じた必要

事項は、公式通知によって示される。公式通知は下記方法で参加者に通知される。 

①Ｅメールでの送信 

②岡山国際サーキットＷｅｂサイトへの掲載 

③参加者の住所に郵送される。 

④大会事務局に掲出される。 

⑤出場受付時に配布される。 

⑥公式予選後、あるいは公式予選や決勝レース前など必要に応じて招集されるライダーズブリーフ

ィングで指示される。 

⑦緊急の場合は、タイミングモニターへの掲示もしくはオフィシャルからの通知、または場内放送

で伝達される。 

 

第29条 ブルテンの発行 

シーズン途中における規則の改定、追加などはブルテンとして公表される。 

 

第30条 本特別規則の施行 

本特別規則は、第１条に示される競技会に適用されるものであり、当該競技会の出場申込受付開始

と同時に有効となる。 

 

 

大会事務局 
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ＭＯＴＯ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 

特別競技車両規則 

２０２６ ＭＯＴＯ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ特別競技車両規則 

原則として、すべての車両は２０２６年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

また、以下に各クラスの個性に応じた特別車両規定を設けるので、各クラスに応じた規則を遵守すること。

なお、車検長が安全でない車両と判断した場合は、出走することは出来ない。 

本規則に解釈の相違が生じた場合は、当該競技会車検長の判断を最終のものとする。 

※車両メーカーから販売されているレースベース車両およびそれに準ずるものは一般生産型モーターサ

イクルおよび、市販モーターサイクルに含まれる。 

 

第31条 排気量区分 

 

 

 

 

 

 

ミニ 
排気量（㏄）  

その他 
排気量（㏄） 

４ｓｔ ２ｓｔ  ４ｓｔ ２ｓｔ 

ドリーム５０ ７５以下  Ｆ３レトロ ４００以下 ３５０以下 

８０－Ｍｉｎｉ（２＆４） ８０以下  Ｆ３モダン ４００以下 ３５０以下 

ＭＣ１２５ １２５以下  オープン－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ５９０以上 

１９６６年までに生産された車両 ２５０以下 １２５以下  オープン ５９０以上 

ネオ・クラシック 
排気量（㏄） 

 
オープン・マイスター 

オープンＲ 
オープン 

４ｓｔ ２ｓｔ 

ＮＭＣ１２５ １２５以下  
ＳＳ２５０ 

２気筒 ２５０以下 

単気筒 ３００以下 
シングル 

排気量（㏄）  

４ｓｔ  

オープンＳＳ 

２気筒 ８５０以下 

ＭＳ１(ModifiedSingle1) ２５１以上  ３気筒 ７００以下 

ＥＳ（ExpertSingle） オープン  ４気筒 ６００以下 

ツイン 
排気量（㏄） 

４ｓｔ 

ＡＴ(AirTwin) ３９０以上 

ＭＴ(ModifiedTwin) ６００以上 

ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ ５００以上～７００以下 

ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ ＬＩＧＨＴＳ ５００以上～７００以下 
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ヒストリックレース車両規則 

 

公  示 

本規則は、ＭＦＪ国内競技規則に基づいて行われるＭＦＪレジャースポーツ承認競技会の為に制定される

ものである。 

また、本規則の基本的精神は、広くレジャースポーツ部門の範疇における、初級、中級及び上級ライダー

たちが、モーターサイクルスポーツの歴史を理解する上で、歴史的なモーターサイクルを実働状態で保存す

る事によって、その重要な発展の事実を目のあたりにする喜びや、大切さを認識する事にある。 

歴史を正しく理解する事は、我が国のモータースポーツ振興の一端に貢献するものと確信するものでもあ

る。 

 

第32条 ヒストリックレース規定 

ＭＦＪが承認する歴史的なモーターサイクルによるレースは、その総称をヒストリックレースと呼

ぶ。また、以下の２つの年式による区別によって、これを明確に分けて行うものとする。 

なお、この年式による区分は、諸外国のヒストリックレースの流れに合わせるべく、それを模範と

して、日本国内の現状を加味したものである。 

１．クラシッククラス規定 

１９７４年以前に生産されたモーターサイクルによる競技会。モーターサイクルの製造国について

の制限はない。 

２．ネオ・クラシッククラス規定 

１９７９年以前に生産されたモーターサイクルによる競技会。モーターサイクルの製造国について

の制限はない。 

 

第33条 ＭＣ（クラシック）車両規定 

１．出場車両 

車両は基本的に１９７４年以前に生産されたモーターサイクルとするが、１９７４年以前に生産さ

れた同形式の車両がその後も継続して生産されたものに限り主催者の判断によって年式によらず出

場させる事が出来る。また、車両によっては１９７４年以前のモーターサイクルであってもこのレ

ースを主催する主催者の判断によって出場を制限される場合もある。いずれの場合も、競技会にお

いて同一の性能のモーターサイクルを競技させる事を目的において主催者の適切な判断に委ねるも

のである。 

車両区分（排気量㏄）を以下の通りとする。 

また、車両区分（排気量㏄）を以下の通りとする。 

車両区分 排気量（㏄） 
１９６６年迄に生産された車両の排気量制限 

４ｓｔ ２ｓｔ 

ＭＣ１２５ １２５㏄以下 ２５０㏄以下 １２５㏄以下 

※上記総排気量に対し１５％のボアアップまで認める。 

２．改造の限度 

全ての車両は、原則として本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に示される条件に適合し

ていなくてはならない。なお、全ての車両でスリックタイヤの使用は認められない。 

※ヒストリックレースの基本的精神を重視し、当時のシルエットを損なわない事を大前提とすること。 

３．危険防止 

危険な改造、他に迷惑をおよぼすような改造をしてはならない。競技出走前の公式車検において、

車検委員が危険と判断した車両は出走を取り消す場合もある。 
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４．ゼッケン色 

蛍光色を除く対照色であれば自由とする。 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

 

第34条 ＮＭＣ（ネオ・クラシック）車両規定 

１．出場車両 

車両は基本的に１９７９年以前に生産されたモーターサイクルとするが、１９７９年以前に生産された

同形式の車両がその後も継続して生産されたものに限り主催者の判断によって年式によらず出場させ

る事が出来る。また、車両によっては１９７９年以前のモーターサイクルであってもこのレースを主催

する主催者の判断によって出場を制限される場合もある。いずれの場合も、競技会において同一の性能

のモーターサイクルを競技させる事を目的において主催者の適切な判断に委ねるものである。 

車両区分（排気量㏄）を以下の通りとする。 

車両区分 排気量（㏄） 

ＮＭＣ１２５ １２５㏄以下 

２．改造の限度 

全ての車両は、原則として本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に示される条件に適合し

ていなくてはならない。なお、全ての車両でスリックタイヤの使用は認められない。 

※ヒストリックレースの基本的精神を重視し、当時のシルエットを損なわない事を大前提とするこ

と。 

３．危険防止 

危険な改造、他に迷惑をおよぼすような改造をしてはならない。競技出走前の公式車検において、

車検委員が危険と判断した車両は出走を取り消す場合もある。 

４．ゼッケン色 

蛍光色を除く対照色であれば自由とする。 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 
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シングル＆ツインレース車両規則 

 

公  示 

本規則は、ＭＦＪ国内競技規則に基づいて行われるＭＦＪレジャースポーツ承認競技会の為に制定される

ものである。 

また、本規則の基本的精神は、広くレジャースポーツ部門の範疇における中級・初級ライダーの育成を主

眼とし、将来を担う若いライダーの健全な発展を願うと同時に、我が国のモータースポーツ振興の一端に貢

献することを目的とするものである。 

 

第35条 シングル＆ツインレース車両規定 

１．出場車両 

車両は、すべて４サイクル単気筒（シングル）エンジンか４サイクル２気筒（ツイン）エンジンを

有するモーターサイクルで製造国についての制限はない。 

２．総合仕様 

車両は、安全のために次の各項のすべてを満たしていなければならない。原則として、すべての車

両は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

①ブレーキ 

車両は前後輪にそれぞれ独立した有効なブレーキを備えなければならない。 

②リム及びホイール 

最小リム直径１６インチまでとし、最大リム直径は１９インチまでとする。 

③フロントスプロケットガードの装着 

車輌公認時のスプロケットガードが装着されていなければならない。 

逆シフトにしようとする際、フロントスプロケットガードに干渉する場合は、最小限のカットは

認められる。ただし、本来の機能が果たせなくなるようなカットは認められない。 

④音量規制 

音量はＦＩＭ方式による測定方法で、１０５ｄｂ（Ａ）以下。 

⑤カウリング 

カウリングを使用する場合は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に加え次の条件を

そなえたものでなければならない。 

１）前輪の車軸を通る垂線の５０㎜前方から後輪、車軸垂線の間になければならない。 

２）カウリングの下端と地面との間隔は荷重のかかった状態で１００㎜以上でなければならない。 

３）ライダーが普通に乗車状態でライダーの両前腕部以外は上方、後方、両側面から見えなけれ

ばならない。ライダーの顔面またはそのヘルメットとカウリング（ウインド・スクリーンを

含む）との間の最小限スペースは１００㎜とする。 

４）後方に面しているカウリングのいかなる部分も、その端部を少なくとも半径３５㎜の球状に

しなければならない。後方に面しているウインド・スクリーンの端部にはガードを施して切

り傷を負う恐れのないようにしなければならない。 

⑥フェンダー 

フロントフェンダーは取り付けていなければならない。カウリング使用の場合は取り外し可。 

⑦オイルキャッチタンク 

すべての車両（標準でエアクリーナーボックスが装着されている車両も含む）はその排気量より

容量多いオイルキャッチタンクを取り付けなければならない。ただし、エアクリーナーボックス

の形状がオイルを溜められる形状であるものに関しては、強く推奨とする。キャッチタンク取り

付けの判断は車検長の裁定を最終とし、その裁定に対する一切の抗議を受け付けない。 

⑧燃料タンク 

燃料は、車両にしっかりと固定されたタンク内に収めるものとする。シート・タンク及び補助タ
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ンクの使用は禁止されている。 

⑨シリンダー 

シリンダーのキャスティング（鋳造）を変更することなくボアを拡大することができる。ただし、

この拡大が当該車両本来の出場を認められるクラスの排気量の限度を越えないことを条件とする。 

⑩取り付けなければならないもの 

１）レースゼッケンプレート／ゼッケン色 

ＭＳ１ 白ベースに黒文字 

ＡＴ、ＭＴ、ＳＳ２５０ 蛍光色を除く対照色であれば自由 

２）ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

３）以下の部品には、必ずワイヤーロックまたは、割りピンのゆるみ止めをすること。 

・エンジン及びミッションのドレーンボルト 

・オイルフィラーキャップ 

・オイルレベルゲージ 

・前後ホイールスピンドル及びナット 

・オイルエレメント取り付けボルト・ナット 

４）前後ブレーキキャリパーの取り付けボルト及びフロントフォークオイルドレンボルトはワイ

ヤーロックされていることが望ましい。 

⑪部品の最後端 

いかなる部品も後輪最後端垂線より後ろに突き出していてはならない。 

⑫次の部品の使用は禁止する。 

１）すべての過給装置の使用。 

２）オフロード、モトクロス、トライアルタイヤの使用。 

⑬危険防止 

危険及び迷惑をおよぼすような改造をしてはならない。公式車検において危険と判定された車両

は出走できない。 

３．モディファイド（Ｍ）クラス及びＡＴ（ＡｉｒＴｗｉｎ）クラスの改造限度 

①出場車両 

市販レーサーを除く一般生産型モーターサイクルを基に、改造規定に従い改造された車両。 

②改造の限度 

すべての車両は、総合仕様に示されている条件に適合しているもので、下記に示されている項目

以外の改造・変更は自由とする。 

１）フレームの変更は不可。補強及びステー類のカット、リアサスペンションのレイダウンやサ

スペンション型式変更に伴う改造は可。 

（ＡＴ、ＭＴクラスは、フレームとスイングアームの変更が許される。ただし、一般に市販

されているものに限る。） 

２）エンジンの型式の変更は不可 

３）シリンダー、吸入・排気バルブ数の変更は不可 

４）ピストンストローク（ＡＴ、ＭＴクラスは可）の変更は不可 

５）シリンダー、シリンダーヘッド、クランクケース、ギアボックスシェルの材質 

ただしＧＰマシンのエンジンパーツは使用不可。 

６）タイヤは、一般市販され通常ルートで購入できる溝付きオンロードタイヤのみ使用可。レー

シングレインは使用可。磨耗限度を超えたもの及びグルービング、カッティングは禁止する。 

７）下記の制限内で改造をおこなうことができる。 

ギアミッションは６速の範囲内でギアボックスシェルに変更を加えない限りギア段数及び

変速比を変更できる。 

８）ＭＳ２クラスは、市販アフターパーツが少ないことを考慮し、例外的に最大直径１㎜までの

オーバーサイズピストンの使用を認める。ただし、使用が認められるのは、シリンダー内壁
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の傷や破損に対応するために用意されているオートバイメーカー純正品のオーバーサイズ

ピストンに限定される。この措置はマシン修復時のコスト低廉化を目的としており、パワー

アップを目的とするオーバーサイズピストンの使用は一切禁止される。また、この判断は車

検長の裁定を最終とし、その裁定に対する一切の抗議を受け付けない。 

９）ＡＴ、ＭＴクラスについて改造規定に適合しない機種は、事前に全体写真（カウルをはずし

た写真）と車両仕様を添付し、このレースの主催者に判断を委ねること。主催者が許可した

ものに限り、出場を認める場合がある。尚、性能に著しく差が生じた車種は、次戦より主催

者にてクラス分けを決定する。 

４．その他 

同一クラス同一メーカーの車両について、一切の追加工無しで組み付け可能の単品、結合部品の交

換は認められる（スイングアーム・ブレーキの交換も認められる）。 

改造規定に適合しない機種または性能に著しく差が生じる車種は、このレースの主催者にてクラス

分けを決定する。 

５．グース３５０の特定措置について 

グース３５０に限り、グース２５０のフレーム・サスペンション・スイングアームを使用すること

を認める。 

 

第36条 ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ 

１．出場車両 

①４サイクル２気筒エンジンを有する排気量５００㏄以上７００㏄以下の一般生産型モーターサイ

クルとする。 

尚、本年については車両カタログ数値８０ＰＳ以下の車両のみ参加可能とする。 

②エントリーの際はベースエンジンの車両を、メーカー、車両名、年式として登録すること。 

③上記以外の車両で参加を希望する場合は、岡山国際サーキット レース事務局に、 

・理由書 

・車両の仕様を詳細に記した資料（写真・改造箇所含む） 

・車両性能を証明する資料（パワーチェックデータ、参加ライダーによる走行データおよび比較

資料、同等の性能である根拠など） 

上記３点を揃え事前に審査を受けること。なお、審査料が必要となる。 

審査料（税込）／１台 １１，０００円 

２．総合仕様 

車両は、安全のために次の各項のすべてを満たしていなければならない。原則として、すべての車

両は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

①ブレーキ 

車両は前後輪にそれぞれ独立した有効なブレーキを備えなければならない。 

②リム及びホイール 

最小リム直径１６インチまでとし、最大リム直径は１９インチまでとする。 

③フロントスプロケットガードの装着 

車輌公認時のスプロケットガードが装着されていなければならない。 

逆シフトにしようとする際、フロントスプロケットガードに干渉する場合は、最小限のカットは

認められる。ただし、本来の機能が果たせなくなるようなカットは認められない。 

④カウリング 

カウリングを使用する場合は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に加え次の条件を

そなえたものでなければならない。 

１）前輪の車軸を通る垂線の５０㎜前方から後輪、車軸垂線の間になければならない。 

２）カウリングの下端と地面との間隔は荷重のかかった状態で１００㎜以上でなければならない。 

３）ライダーが普通に乗車状態でライダーの両前腕部以外は上方、後方、両側面から見えなけれ
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ばならない。ライダーの顔面またはそのヘルメットとカウリング（ウインド・スクリーンを

含む）との間の最小限スペースは１００㎜とする。 

４）後方に面しているカウリングのいかなる部分も、その端部を少なくとも半径３５㎜の球状に

しなければならない。後方に面しているウインド・スクリーンの端部にはガードを施して切

り傷を負う恐れのないようにしなければならない。 

⑤フェンダー 

フロントフェンダーは取り付けていなければならない。カウリング使用の場合は取り外し可。 

⑥燃料タンク 

燃料は、車両にしっかりと固定されたタンク内に収めるものとする。シート・タンク及び補助タ

ンクの使用は禁止されている。 

⑦ゼッケンプレート／ゼッケン色 

蛍光色を除く対照色であれば自由ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡ

ロードレース基本仕様に準ずる。 

⑧部品の最後端 

いかなる部品も後輪最後端垂線より後ろに突き出していてはならない。 

⑨すべての過給装置の使用は禁止する。 

⑩危険防止 

危険及び迷惑をおよぼすような改造をしてはならない。公式車検において危険と判定された車両

は出走できない。 

３．改造限度 

すべての車両は、総合仕様に示されている条件に適合しているもので、下記に示されている項目以

外の改造・変更は自由とする。 

①フレームとスイングアームの変更が許される。ただし、一般に市販されているものに限る。エン

ジン積載のための加工、補強及びステー類のカット、リアサスペンションのレイダウンやサスペ

ンション型式変更に伴う改造は可。 

②エンジンの型式の変更は不可 

③シリンダー、吸入・排気バルブ数の変更は不可 

④ピストンストローク、ボアの変更は可。ただし総排気量は７００㏄以下とする。 

⑤シリンダー、シリンダーヘッド、クランクケース、ギアボックスシェルの材質 

ただしＧＰマシンのエンジンパーツは使用不可。 

⑥タイヤは、スリックタイヤ、レーシングレイン使用可。磨耗限度を超えたもの及びグルービング、

カッティングは禁止する。 

⑦下記の制限内で改造をおこなうことができる。 

ギアミッションは６速の範囲内でギアボックスシェルに変更を加えない限りギア段数及び変速

比を変更できる。 

４．その他 

岡山国際サーキット レース事務局とは別にプロモーション事務局を設ける。 

プロモーションに関する決定は、岡山国際サーキット レース事務局とプロモーション事務局が連

携して行う。 

 

第37条 ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ ＬＩＧＨＴＳ 

１．基本コンセプト 

ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ ＬＩＧＨＴＳクラスは、車両開発途中でもモチベーションを保てるよう設け

られたクラスであり、参加の容易さを求めて設定されたクラスではない。 

２．ＳＵＰＥＲＴＷＩＮ車両規則に下記制限を設けたものとなる。 

３．改造限度 

①フレームとスイングアームの変更は不可。補強及びステー類のカット、リアサスペンションのレ

イダウン変更に伴う改造は可。 
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②フロントフォークのインナーチューブ、アウターチューブは変更できない。（内部の変更は可能） 

③エンジン本体、ミッション部品の変更、改造は不可。 

④フルコンＥＣＵの利用は禁止。 

⑤タイヤは、一般市販され通常ルートで購入できる溝付きオンロードタイヤのみ使用可。レーシン

グレインは使用可。 
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その他のクラスの車両規則 

 

第38条 ドリーム５０ 

１．出場車両 

ホンダドリーム５０に限定する。 

２．改造の限度 

ワイヤーロックやブリーザーシステム等を含めた本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様の

範囲とし下記に記載された改造、加工及び変更は認められる。 

タイヤは市販されているオンロード用タイヤで速度レンジＬ（１２０㎞／ｈ）以上とし磨耗限度を

超えたもの、及びグルービング（溝切り、カッティング等）は許されない。また、スリックタイヤ

の使用は禁止する。レーシングレインタイヤの使用は許される。 

３．車両規定 

①フレーム廻り 

フレーム本体の変更及び補強、不要なステー類のカットは認められる。また、フロントフォーク、

ステアリングステム、トップブリッジ、ハンドル、ハンドルストッパー、リアサスペンション、

スイングアーム等の変更及び改造に伴う加工は認められる。 

②外装廻り 

ガソリンタンク、シート、フットレスト、ハンドル類等の変更・改造及びカウリングの取り付け

は認められる。 

③ホイール 

１７インチまたは１８インチのスポークホイールであればスポーク、リムともに変更は認められ

る。 

④ブレーキ改造、変更ともに認められる。 

⑤エンジン 

クランクケース本体の変更は認められないがその他の加工、改造は認められる。シリンダー、シ

リンダーヘッド、ピストン、ピストンリング、クランクシャフト、トランスミッション、クラッ

チの変更及び改造も認められる。 

⑥吸排気系 

キャブレター、インテークマニホールド、バルブ、マフラー、サイレンサーの改造、変更ともに

認められる。過給機の使用は認められない。 

⑦電気系改造、変更は認められる。 

⑧排気量 

総排気量５０㏄に対し５０％のボアアップまで認められる。（＝７５㏄） 

⑨ファイナル 

レシオ変更は認められる。 

⑩ドライブチェーン 

チェーンサイズの変更は認められる。 

⑪サスペンション 

改造、変更は認められる。 

４．ゼッケン色 

蛍光色を除く対照色であれば自由とする。 

※ただし、国際ライセンス所持者のゼッケン色に限って赤ベースに白文字とする。また、ゼッケン

ナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 
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第39条 ８０－Ｍｉｎｉ（２＆４） 

１．出場車両 

車両は基本的に１９８９年以前に生産されたモーターサイクルとするが、１９８９年以前に生産さ

れた同形式の車両がその後も継続して生産されたものに限り主催者の判断によって年式によらず出

場させる事が出来る。尚、排気量は２サイクル、４サイクルに関係なく８０㏄以下とする。 

【出場可能車両（例）】 

ＨＯＮＤＡ ＮＳ５０Ｆ・ＭＢＸ５０ 

ＹＡＭＡＨＡ ＹＳＲ５０・ＹＳＲ８０・ＲＺ５０ 

ＳＵＺＵＫＩ ＧＡＧ・ＲＧ５０Ｅ・ＲＧ５０・ウルフ５０ 

ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＡＲ５０ 

２．改造の限度 

ワイヤーロックやブリーザーシステム等を含めた本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様の

範囲とし下記に記載された改造、加工及び変更は認められる。 

タイヤは市販されているオンロード用タイヤで速度レンジＬ（１２０㎞／ｈ）以上とし磨耗限度を

超えたもの、及びグルービング（溝切り、カッティング等）は許されない。また、スリックタイヤ

の使用は禁止する。レーシングレインタイヤの使用は許される。 

３．車両規定 

①フレーム廻り 

フレーム本体の変更及び補強、不要なステー類のカットは認められる。また、フロントフォーク、

ステアリングステム、トップブリッジ、ハンドル、ハンドルストッパー、リアサスペンション、

スイングアーム等の変更及び改造に伴う加工は認められる。 

②外装廻り 

ガソリンタンク、シート、フットレスト、ハンドル類等の変更・改造及びカウリングの取り付け

は認められる。 

③ホイール 

ボルトオン（一切の加工なく）で装着できる同一メーカー純正ホイールへの変更。 

④ブレーキ改造、変更ともに認められる。 

⑤エンジン 

クランクケース本体の変更は認められないがその他の加工、改造は認められる。シリンダー、シ

リンダーヘッド、ピストン、ピストンリング、クランクシャフト、トランスミッション、クラッ

チの変更及び改造も認められる。 

⑥吸排気系 

キャブレター、インテークマニホールド、バルブ、マフラー、サイレンサーの改造、変更ともに

認められる。過給機の使用は認められない。 

⑦電気系改造、変更は認められる。 

⑧排気量 

総排気量８０㏄までボアアップが認められる。 

⑨ファイナル 

レシオ変更は認められる。 

⑩ドライブチェーン 

チェーンサイズの変更は認められる。 

⑪サスペンション 

改造、変更は認められる。 

４．ゼッケン色 

黄ベースに黒文字とする。 

※ただし、国際ライセンス所持者に限って赤ベースに白文字とする。 

また、ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ず

る。 
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第40条 ＥＳ（Ｅｘｐｅｒｔ Ｓｉｎｇｌｅ） 

１．出場車両 

全ての車両は４サイクル単気筒エンジンを有するモーターサイクルで、本年度のＯＫＡＹＡＭＡロ

ードレース基本仕様に適合していなければならない。 

２．改造限度 

①オリジナルフレーム、もしくはエンジンとフレームが別モデルの場合も出場を認められる。 

ただし、エントリー時に全体写真（カウルをはずした写真）を添付すること。 

②エンジンの排気量・型式・構造に制限はない。 

③スリックタイヤの使用は認められる。 

３．ゼッケン色 

蛍光色を除く対照色であれば自由とする。 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

 

第41条 ＡＴ（ＡｉｒＴｗｉｎ） 

１．出場車両 

４サイクル空冷２気筒エンジンを有する排気量３９０㏄以上の一般生産型モーターサイクルとする。 

２．改造の限度 

すべての車両は、原則として本規則シングル＆ツインレース車両規則第３６条２．総合仕様及び、

３．モディファイド（Ｍ）クラスの改造限度に適合していること。 

３．ゼッケン色 

蛍光色を除く対象色であれば自由とする。 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

 

第42条 ＳＳ２５０ 

１．出場車両 

４サイクル２気筒エンジンを有する排気量２５０㏄以下または４サイクル単気筒エンジンを有する

排気量３００㏄以下の一般生産型モーターサイクルとする。 

なお、単気筒２５０㏄車両については、部品互換のある排気量２５１～３００㏄の車両が存在する

場合に限り、その純正部品と交換することによる排気量の変更が認められる。（シリンダー内壁を

削る方法での排気量アップは安全管理上禁止する。 

２．改造の限度 

すべての車両は、原則として本規則シングル＆ツインレース車両規則第３６条２．総合仕様及び、

３．モディファイド（Ｍ）クラスの改造限度に適合していること。 

３．ゼッケン色 

蛍光色を除き対象色であれば自由とする。 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

 

第43条 オープン・マイスター／オープンＲ 

１．出場車両 

全ての車両は、ＧＰマシン（市販レーサー等）を除く、４サイクル車両は３９０㏄以上、２サイク

ル車両は２４０㏄以上の一般生産型モーターサイクル車両とする。なお、主催者の判断で危険また

はその可能性を有すると判断した車両は出走出来ない。 

２．改造限度 

全ての車両は、本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に示されている条件に適合していな

くてはならない。なお、全ての車両でスリックタイヤの使用は認められない。 

３．ゼッケン色 

蛍光色を除く対照色であれば自由だが、赤ベースに白文字を推奨する。 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 
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第44条 オープン／オープン－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ／オープンＳＳ 

１．出場車両 

ＧＰマシン（市販レーサー等）を除く５９０㏄以上の２気筒以上の車両とする。 

２．改造の限度 

全ての車両は、本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に示されている条件に適合している

もので、下記に示されている項目以外の改造、変更は自由とする。 

①フレーム及びエンジン 

項目 
オープン－ 

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ 
オープン 

フ
レ
ー
ム 

フレームの変更 可 可 

補強及びステーのカット 可 可 

リアサスペンションのレイダウンやサ

スサスペンション形式変更に伴う改造 
可 可 

オリジナルフレームへの変更 不可 不可 

エ
ン
ジ
ン 

エンジンの載せ替え変更 可 可 

エンジン型式の変更 不可 可 

同型式エンジンへの変更 可 可 

類似シリーズのエンジンへの変更 不可 可 

シリンダーの数の変更 可 可 

吸入・排気バルブの数の変更 可 可 

シリンダー／シリンダーヘッド／クラ

ンクケース／ギアボックスシェルの材

質の変更 

可 可 

ギアミッション段数（６速以内）および

変速費の変更 
可 可 

ギアミッションは６

速の範囲内／ギアボ

ックスシェルの改造

不可 

②タイヤ及びホイール 

タイヤは、一般市販され通常ルートで購入できる溝付きオンロードタイヤのみ使用可。レーシン

グレインは使用可。摩耗限度を超えたもの、及びグルービング、カッティングは禁止する。 

タイヤ、ホイ－ルともにサイズ、材質を含めた変更が認められる。ただし、経年変化による劣化

が著しい軽合金製ホイ－ル（マグネシウム素材の物など）は、車検長の判断によって認められな

い場合がある。 

③外装廻り 

変更、改造ともに認めるが、外観形状の変更は許されない。 

④ゼッケン色 

蛍光色を除く対照色であれば自由とする。 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

⑤オープンＳＳクラスは下記排気量を対象とする。 

（４気筒＝６００㏄以下、３気筒＝７００㏄以下、２気筒＝８５０㏄以下） 

 

第45条 Ｆ３（レトロ、モダン） 

１．出場車両 

４ストロークエンジンは４００㏄以下、２ストロークエンジンは３５０㏄以下のＧＰマシンを除く

市販モーターサイクルで車両の製造国に制限はない。 

①Ｆ３レトロクラス：１９８９年以前に生産された車両 
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②Ｆ３モダンクラス：１９９０年以降に生産された車両 

※上記に合致する車両であっても、著しい性能差が明らかな場合には主催者の判断によって、

年式によらずＦ３モダンへ編入する場合がある。 

※上記の年式の区切りはレース結果を鑑み、毎年見直しを検討していくものとする。 

また、特定車両の特別措置として、以下の車両をＦ３レトロに参加を認める。 

●ヤマハＲ１－Ｚ 

２．改造の限度 

基本仕様 

ワイヤーロックやブリーザーシステム、リアスプロケットガード、アンダートレイを含めて現行の

本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様を満たしていること。 

タイヤは、一般市販され通常ルートで購入できる溝付きオンロードタイヤのみ使用可。レーシング

レインは使用可。磨耗限度を超えたもの及び、グルービング、カッティング、スリックタイヤの使

用は禁止する。 

※改造範囲は多岐に渡るが、各部の強度、耐久性について熟慮された安全な車両であることを最優

先事項とする。 

３．Ｆ３レトロ 

Ｆ３モダンクラスの改造限度から①、②、③、④、⑦を削除した範囲とする。 

４．Ｆ３モダン 

下記についてメーカー出荷時の型式に変更を加えることはできない。 

下記以外の部品の改造・変更については制限がない。 

①エンジンの型式 

②シリンダー、吸・排気バルブの数 

③ピストンストローク 

④シリンダー、シリンダーヘッド、クランクケース、及びギアボックスシェルの材質及び鋳造 

⑤バルブ数、２サイクルエンジンのポート数、過給器の装着 

⑥キャブレターの数 

⑦フレーム 

⑧燃料タンク（一切の加工なしに取り付けられる物に限る） 

５．ゼッケン色 

Ｆ３レトロ 赤ベースに白文字 

Ｆ３モダン 青ベースに白文字 

※ゼッケンナンバーの字体及び寸法は本年度のＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様に準ずる。 

 

第46条 Ｎｉｎｊａ Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ Ｃｕｐ 

カワサキモータース株式会社が定める車両規則に準ずる。 

 

 

 

以上 

大会事務局 
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ＯＫＡＹＡＭＡロードレース基本仕様 

以下に規定する基本仕様は、ロードレース競技を行う上で必要とされる基本仕様であり、岡山国際サーキ

ットでのすべての競技会（ナンバー付き車両クラスを除く）に出場する車両に適用される。カテゴリー別に

必要とされる詳細な仕様に関しては、各カテゴリー別特別車両規則が適用される。 

 

１）整備 

車両は入念に整備され、安全点検を怠ってはならない。 

２）材質 

フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアームスピンドル、およびホイールスピンドル

にチタニウム合金を使用することは禁止される。ホイールスピンドルに関しては、軽合金の使用も禁止

される。チタニウム合金のナットとボルトの使用は許可される。 

３）リア・スプロケットガード 

チェーンとリア・スプロケットの間に手足が巻き込まれることのないように、スイングアームにボルト

オンまたは溶接でガードを取り付けなければならない。 

尚、車検長によりスイングアームの一部でスプロケットガードの役割を果たしていると判断された場合

は取り付けなくても良い。 

４）エキゾーストパイプ 

・音量は１０５ｄＢ／Ａを上限とし、各クラスの特別規則で制限されている場合は、それに従わなくて

はならない。レース終了後は＋３ｄＢ／Ａの許容誤差が認められる。 

測定は下記に示される所定の回転数で行われる。 

ピストンスピード：４ストローク＝１１m/sec ２ストローク＝１３m/secで計測 

 

３００００×ピストンスピード（m/s） 

回転数（ｒｐｍ）＝                      

ピストンストローク（㎜） 

 

・排気ガスは後方に排気され、後続ライダーに迷惑がかからない構造でなければならない。 

・エキゾーストパイプの後端は、リヤタイヤ後端の垂直接線より後ろにあってはならない。 

５）ハンドルバー 

・ハンドルバーの末端が露出している場合は、固形物質を詰めるかゴムでカバーされなくてはならない。

また先端が鋭利であってもならない。 

・ハンドルバーの中央位置からの両側への回転角度は最低各１５°以上なければならない。 

・ハンドルバーがどの位置にあっても、フロントホイール、フロントフォーク、ハンドルバー等の可動

部分やライダーの手がカウリング、燃料タンクを含む車体に接触してはならない。 

・ステアリングダンパーはストッパーの役目をしてはならない。 

６）コントロールレバー 

・すべてのレバー類は原則として端部がボール状でなくてはならない。ボール状最低直径１６㎜ 

・ボール状を平たくした場合（円柱状）の厚みは最低１３㎜とする。 

７）スロットルグリップ 

・スロットルグリップは、手を離したときに自動的に閉じなければならない。 

８）フットレスト（ステップバー） 

・フットレストの先端は最低直径１６㎜の球状でなければならない。 

９）フェアリング・カウリング・ウィンドスクリーン 

・フロントホイールはフェンダーに隠れる部分を除いてサイドからはっきりと見えなくてはならない。 
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・車両のいかなる部分もリヤタイヤ後端の垂直接線より後ろにあってはならない。 

・尖っているエッジは、少なくとも半径８㎜の丸みをもたせなければならない。 

・５００㏄以上の４ストローク車両は、その車両に使用されているエンジンオイル・冷却水の合計の最

低半分をフェアリング下部で保持できるように、アンダートレイを装着しなければならない。 

・アンダートレイには雨天時水抜き用の直径２０㎜以上２５㎜以下の孔を最低１つ設けることが義務づ

けられる。またこの孔は最大２つまで設けることが出来るが、ドライコンディションの時は閉じられ

ていなければならない。 

・スクリーンエッジは丸く加工されなければならない。 

10）ゼッケンナンバー 

・車両の前部、右側、左側の合計３カ所にゼッケンナンバーを表示しなくてはならない。 

・シートカウルトップゼッケンを認める。 

シートカウルトップゼッケンを採用した車両は、サポートゼッケンが義務づけとなる。 

シートカウルトップゼッケンのサイズはフロントと同じサイズとなる。 

・ゼッケンベースとゼッケンナンバーはそれぞれ単色とし、対象色としなければならない。蛍光色の使

用は禁止する。 

・ゼッケンナンバーは明瞭なゴシック体とし、ＭＦＪ国内競技規則に記載の指定字体からかけ離れた字

体であってはならない。 

・ゼッケンナンバーの最低寸法は下記の通りとする。 

高さ ＝フロント部 １４０㎜／サイド部 １２０㎜ 

幅 ＝フロント   ８０㎜／サイド   ６０㎜ 

ストローク幅 ＝２５㎜ 数字間のスペース１５㎜ 

・ゼッケンナンバーの周囲には最低２５㎜の余白が無ければならない。 

・車検長または計時長より訂正の指示があった場合、それに従わなければならない。 

・アンダーカウルにサポートナンバーの装着を推奨する。 

11）フューエルタンク 

・すべての競技において給油のために容易に脱着できる取り替えタンクを使用することは禁止される。 

・フューエルタンクには防爆材を充填しなければならない。ただし一般市販車両の鉄製タンクで、車両

公認時のものから一切の改造変更が無い場合は防爆材を充填しなくても良い。 

12)フューエルポンプ 

エレクトリックフューエルポンプは、事故の際に自動的に作動するサーキット・カットアウト（回路開閉器）

を介して配線されなくてはならない。この機能が車検時に確認できるようにテスト機能がなくてはならない。 

13）キャッチタンク 

・オイルブリーザーラインが公認車両のチューブ（ホース）をそのまま使用し、接続方法も公認車両の

状態が維持された場合は、エアクリーナーボックス単体のオイルキャッチ容量にかかわらず、オイル

キャッチタンクの装着は免除される。 

・オイルブリーザーラインを公認車両から変更した状態で、エアクリーナーボックスで１０００㏄以上

のオイル受け容量を確保できない場合は、適切な材質でできたオイルキャッチタンクを取り付け、合

計で１０００㏄以上確保すること。（エアクリーナーボックス単体で１０００㏄以上確保できる場合

は、オイルキャッチタンクの装着は免除される。） 

・２サイクル車両でギアボックスブリーザーパイプの装着されている場合は、最低容量２５０㏄のオイ

ルキャッチタンクに排出される構造でなければならない。 

・燃料タンクブリーザーパイプ及びキャブレターブリーザーパイプには最低容量２５０㏄以上のキャッ

チタンクを取り付けなければならない。尚、燃料タンクブリーザーパイプにはノンリターンバルブを

取り付けなければならない。 

14）冷却水 

・冷却水は、水あるいは水とアルコールの混合液に限られる。 

・ラジエターオーバーフローパイプには最低容量２５０㏄のキャッチタンクを取り付けなければならない。 
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15）ワイヤーロック 

オイル通路のボルト、オイルドレーンボルト、オイルフィラーキャップ、外部オイルフィルターはワイ

ヤーロックされなければならない。フロントフォークオイルドレーンボルトがある場合もワイヤーロッ

クされなければならない。 

16）取り外さなければならない部品 

ヘッドライト、リヤライト、ウィンカー、スタンド（センター、サイド共に）、ミラー、反射板、陸運

局発行のナンバープレート、ボルトオンのキャリア類。 

17）キルスイッチ 

ハンドルを握ったまま操作できる位置にキルスイッチを取り付けなくてはならない。 

18）プロテクティブコーン 

プロテクティブコーンを取り付けた場合、突き出し量はフェアリングの表面から２０mm以上突き出して

はならない。また、プロテクティブコーンの角は１０Ｒ以上の丸みを保たせること。 

19）ＪＳＢ１０００、ＳＴ１０００／６００技術仕様エンジン２次ケースカバーの装着について 

転倒時に地面と接触する恐れのあるフェアリングに覆われていないオイルを保持する全てのエンジン

ケースは、複合材（カーボンまたはケブラー製）の２次カバーによって保護されなければならない。

複合材の代わりに一部またはすべてをアルミニウム合金製の２次カバーで保護することも認められる

が、転倒時に滑り易くなるように外見はエッジ等の無いスムーズな面で構成されていなければならな

い。 

これらのカバーは、オリジナルのカバーの少なくとも１／２以上が保護されてなければならない。複

合材（カーボンまたはケブラー製）２次カバーの厚さは２㎜以上とする。 

アルミニウム合金製の２次カバーは厚さ４㎜以上とし、急激な衝撃、摩耗、転倒のダメージに耐えう

るものとし、適切かつ確実に固定されていなければならない。（オリジナルのカバーと伴締めとするこ

とが推奨される。） 

 

 

 

 

 

 

取り付け後 

20）ＯＫＡＹＡＭＡロードレースシリーズ出場の４サイクル車両においては、前記エンジン２次ケースカバ

ーの取付を推奨する。 

21）その他 

・主催者指定のラップタイム計測装置と併用して、他のラップタイム計測器の装着は許可されるが、主

催者指定のトランスポンダーに影響（疑似信号、ノイズなど）を及ぼすものは取り外さなくてはなら

ない。また、大会主催者の指定した計測器以外は、全て非公式の記録となるのでこれに基づく抗議は

一切受け付けない。 

・車検長が安全でない車両と判断した場合は、出走することは出来ない。 

・上記規則に解釈の相違が生じた場合は、当該競技会車検長の判断を最終のものとする。 

 

以上 

大会事務局 
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